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第1回
(10月28日)

■検討アジェンダ案

意見招請
(検討アジェンダ案)

第2回
(12月21日)

第3回
(2月1日)

第4回
(2月22日)

第5回
(3月28日)

第6回
(4月26日)

第7回
(6月6日)

第8回
(6月21日)

第9回
(7月14日)

■検討アジェンダ(決定)

■関係事業者等
ヒアリング①

■関係事業者等
ヒアリング②

■主要論点
(自由討議①)

■主要論点
(自由討議②) ■自由討議 ■報告書案

意見招請
(報告書案)

0505年年 0606年年 99月末月末

２２社が
意見等
を提出。

●日本電信電話株式会社
（代表取締役社長 和田 紀夫）
●ＫＤＤＩ株式会社
（代表取締役社長兼会長 小野寺 正）
●ソフトバンク株式会社
（代表取締役社長 孫 正義）
●イー・アクセス株式会社
（代表取締役会長兼ＣＥＯ 千本 倖生）
●ボーダフォン株式会社
（代表執行役会長 津田 志郎）
●株式会社Ｊストリーム
（代表取締役社長 社長執行役員 白石 清）
●株式会社ＡＣＣＥＳＳ
（代表取締役社長兼最高経営責任者 荒川 亨）

●日本電信電話株式会社
（代表取締役社長 和田 紀夫）
●ＫＤＤＩ株式会社
（代表取締役社長兼会長 小野寺 正）
●ソフトバンク株式会社
（代表取締役社長 孫 正義）
●イー・アクセス株式会社
（代表取締役会長兼ＣＥＯ 千本 倖生）
●ボーダフォン株式会社
（代表執行役会長 津田 志郎）
●株式会社Ｊストリーム
（代表取締役社長 社長執行役員 白石 清）
●株式会社ＡＣＣＥＳＳ
（代表取締役社長兼最高経営責任者 荒川 亨）

●株式会社ケイ・オプティコム
（取締役社長 田邉 忠夫）
●株式会社ジュピターテレコム
（代表取締役社長最高経営責任者 森泉 知行）
●社団法人テレコムサービス協会
（会長 中尾 哲雄 ㈱ｲﾝﾃｯｸ代表取締役会長）
●情報通信ネットワーク産業協会
（会長 野間口 有 三菱電機㈱執行役社長）
●富士通株式会社
（代表取締役社長 黒川 博昭）
●モバイルコンテンツフォーラム
（事務局長 岸原 孝昌）
●株式会社インフォシティ
（代表取締役 岩浪 剛太）
●東京都地域婦人団体連盟
（事務局次長 長田 三紀）

●株式会社ケイ・オプティコム
（取締役社長 田邉 忠夫）
●株式会社ジュピターテレコム
（代表取締役社長最高経営責任者 森泉 知行）
●社団法人テレコムサービス協会
（会長 中尾 哲雄 ㈱ｲﾝﾃｯｸ代表取締役会長）
●情報通信ネットワーク産業協会
（会長 野間口 有 三菱電機㈱執行役社長）
●富士通株式会社
（代表取締役社長 黒川 博昭）
●モバイルコンテンツフォーラム
（事務局長 岸原 孝昌）
●株式会社インフォシティ
（代表取締役 岩浪 剛太）
●東京都地域婦人団体連盟
（事務局次長 長田 三紀）【敬称略】 【敬称略】

追加意見招請
［4/4～5/10］

■主要論点
(自由討議③)

３２社が
意見等
を提出。

第10回（9月）
報告書
取りまとめ

公正取引委員会・電
気通信事業紛争処
理委員会

からのヒアリング

ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇談会ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇談会

本懇談会(座長 林敏彦放送大学教授)は０５年１０月以来、計９回の会合を開催し、本年７月、
報告書案を公表。意見招請を踏まえ、本年９月に報告書を取りまとめる予定。
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１．ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化と
競争ルール見直しの必要性

７．新しい競争促進プログラムの策定に向けて

報告書（案）の構成報告書（案）の構成

（1） ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化

（2） 競争環境の変化に対応した競争ルール見直しの
必要性

２．ＩＰ化の進展に対応した競争政策に関する
基本的考え方

（1） IP化の進展に対応した競争ルールの運用原則

（2） 検討に際しての時間軸

３．今後の接続政策の在り方

（1） 設備競争とサービス競争の適正なバランス

（2） 接続政策に関する基本的視点

（3） 指定電気通信設備制度の在り方

（4） NTT東西の次世代ネットワーク構築に係る環境
整備の在り方

（5） 第一種指定電気通信設備に係る会計制度の
見直し

（6） 接続料算定の在り方

（7） 接続形態の多様化への対応の在り方

(8)  ＭＶＮＯを含む移動通信市場における競争促進
の在り方

４．今後の料金政策の在り方

（1） 料金政策に関する基本的視点

（2） プライスキャップ規制の在り方

（3） 新しい料金体系への対応の在り方

５．ネットワークの中立性の確保の在り方

６．その他の検討すべき政策課題

（1） ネットワーク構造とネットワークの中立性

（2） ネットワーク利用の公平性

（3） ネットワークのコスト負担の公平性

（1） 端末レイヤーにおける競争促進の在り方

（2） 紛争処理機能の強化

（3） ユニバーサルサービス制度の見直し

（4） 市場退出ルールの明確化

（5） その他行政に求められる事項
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ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化

（１）ブロードバンド化の進展
（２）水平的市場統合の進展
（３）垂直的市場統合の進展

競争環境の変化

２０１０年代初頭をマイルストーンとして、
ＩＰ化の進展に対応した競争モデルについて、

検討のロードマップを明確化。

本懇談会のミッション

3
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各事業者が自ら線路設備などのネットワークを
構築して競争

設備競争とサービス競争の適正なバランス設備競争とサービス競争の適正なバランス

９９．９％９９．９％メ タ ル

９４．７％９３．８％全 体

７８．１％

０５年３月末

７８．６％光ファイバ

０６年３月末

設備競争 (facility based competition)

ボトルネック設備を保有するドミナント事業者の
ネットワークを競争事業者に開放して競争を促進

サービス競争 (service based competition)

■地域通信市場におけるＮＴＴ東西のシェア（加入
者回線ベース）は依然として約９４％。ボトルネッ
ク設備を保有することに伴う市場支配力濫用の
可能性が存在。

■設備競争を促進するための環境整備を推進する
ことが必要。

■ボトルネック性が解消されたと認められる部分に
ついては柔軟にネットワークの開放義務を解除
することを基本シナリオとして想定。

■接続ルールの整備
１）ボトルネック設備の柔軟な利用の確保
・ 指定電気通信設備の範囲の適正化

・ 競争事業者のニーズに対応したアンバンドル措置

２）ボトルネック設備の利用料（接続料）の適正

化・低廉化
３）ボトルネック設備の利用条件の適正化
・ ＮＴＴ東西と競争事業者によるボトルネック設備への
接続に係る同等性の確保

４）市場構造の変化に対応した接続ルールの
見直し

■引き続き、ＮＴＴ東西のボトルネック設備のオープ
ン化を義務付ける接続ルールにより、事業者間
の競争を促進。

市場実態に即して、設備競争とサービス競争の適正なバランスを図る。
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■ＮＴＴ東西のボトルネック設備のオープン化による事業者間の競争促進
■設備競争とサービス競争を二本柱として競争促進を図り、ボトルネック性が解消したと
認められる部分については柔軟にネットワーク開放義務を解除。

１．地域通信市場、とりわけ加入者回線市場における競争促進
・例えば、ＤＳＬに係るメタル加入者回線のアンバンドル化・コロケーションルールの整備

２．アンバンドル・コロケーションの整備による、ＮＴＴ東西と競争事業者による設備競争の範囲の拡大
３．接続料の適正化・低廉化を通じた通信サービス全般の低廉化
４．接続ルールの策定と運用の有機的連携
・電気通信事業紛争処理委員会の設立（０１年１１月）

５．接続ルール策定における透明性の確保・関係事業者の挙証責任の明確化

接続政策に関する基本的視点接続政策に関する基本的視点

接続ルール整備による競争促進効果

接続政策の基本的方向性

累次にわたる接続ルール整備
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第一種指定電気通信設備(固定系) 第二種指定電気通信設備（移動系）

対象設備

不可欠設備として指定された
固定通信用の電気通信設備

不可欠性はないが、（電波の有限性により
物理的に更なる参入が困難となる）移動体
通信市場において、相対的に多数の加入者
を収容している設備

指定要件
都道府県ごと、
占有率が50％を超える加入者回線を有すること

業務区域ごと、
占有率が25％を超える端末設備を有すること

接続料の算定方法などについて法定要件あり
接続関連
規制

行為規制

サービス規制

接続約款の認可 接続約款の届出

指定電気通信役務：保障契約約款
（特定電気通信役務：プライスキャップ規制）

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い
■特定関係事業者との間のファイアウォール

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い

収益ベースのシェアが
25%を超える場合に

個別に適用する事業者を指定
（ＮＴＴドコモに適用）

一体的に適用

指定電気通信設備制度の枠組み指定電気通信設備制度の枠組み

各都道府県でNTT東西を指定 NTTドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラーを指定

接続会計の整理

加入者回線及びこれと一体として

設置される電気通信設備
基地局回線及び移動体通信を提供する
ために設置される電気通信設備
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●ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモの連携によるＦＭＣサービスの提供は、市場統合が進む中、利用者利便の向上を図る
観点から見て、基本的に望ましい。

●他方、両者ともに指定電気通信設備を保有する事業者であることから、両者の市場支配力が結合することに
より、双方の市場に競争阻害的な要素が拡大する懸念。

ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモの連携に関する公正競争の確保ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモの連携に関する公正競争の確保

基本的考え方

公正競争確保の在り方
（３つの事業形態を想定）

１）事業者間接続型

公正競争確保措置が必要

２）ＭＶＮＯ活用型

３）設備共用型

ＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモは、それぞれ他事業者からの
接続申込みに対しても同等の条件での接続が必要。

ＭＮＯ（ドコモ）はＭＶＮＯ（ＮＴＴ東西）以外にも、
同等の条件で卸役務の提供等が必要。

認められない（可能な限り、ＮＴＴと別個の伝送路を
構築することが要請される）

共同営業

の原則禁止

活用業務
認可
が必要

政策の予見可能性の観点
から、認可ガイドラインの見
直し等の行なうことが適当。
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■ＩＰ化の進展に伴って段階的に市場統合が進展する方向。
■現行の指定電気通信設備制度についても、急速な市場統合の可能性を想定しつつ、現行制度の
見直しについて速やかに検討に着手することが必要。

指定電気通信設備制度の見直しに向けたロードマップ指定電気通信設備制度の見直しに向けたロードマップ

２０１０年代初頭２０１０年代初頭２０１０年代初頭

市場統合の段階的な進展

速やかに検討に着手速やかに検討に着手速やかに検討に着手

競争セーフガード制度の整備
（現行制度の体系化）

指定電気通信設備制度の
包括的な見直し

（２０１０年までに運用開始）

共同的・一体的な市場支配力
に関するルール整備
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競争セーフガード制度の整備競争セーフガード制度の整備

競争セーフガード制度（毎年実施）競争セーフガード制度（毎年実施）

競争評価（毎年実施）競争評価（毎年実施）

市場画定市場画定 競争状況の評価
（ボトルネック性等の検証）

競争状況の評価
（ボトルネック性等の検証）

戦略的評価
（特定の政策目的に
焦点を当てた分析）

戦略的評価
（特定の政策目的に
焦点を当てた分析）

ＮＴＴグループに係る
公正競争要件の検証

ＮＴＴグループに係る
公正競争要件の検証

指定設備の範囲の検証指定設備の範囲の検証

反 映
指定の継続・解除指定の継続・解除

“watch list”の指定・検証
（必要に応じて指定）

“watch list”の指定・検証
（必要に応じて指定）

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

コンテンツ・
アプリケーション
レイヤー

公正競争要件（活用業務認可制
度に係るものを含む）

の整理

運用ガイドラインの策定

一体的な検証

■ＮＴＴグループに係る公正競争要件を整理 ・体系化し、定期的に検証。

■同時に、指定電気通信設備制度の対象となる設備について、プラットフォーム機能にも着目しつつ、定期的に検証。
☞これらにより、包括的・体系的な競争セーフガードの評価を行ない得る仕組みを整備（０７年度から運用開始）。
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ＮＴＴグループの連携に係る検証の在り方ＮＴＴグループの連携に係る検証の在り方

特定関係事業者制度
電気通信事業法第３１条

共同ガイドライン

活用業務認可ガイドライン
東西ＮＴＴの業務範囲拡大の
認可に係る公正競争ガイドライン

（０１年１２月）

過去の公正競争要件
ドコモ分離（９２年４月）

ＮＴＴ再編成（９７年１２月） 等

ＮＴＴ中期経営戦略等に基づくグループ各社の連携

●ＩＰ化等の市場環境の変化に対応し、更にグループ全体として
の経営効率化や収益機会の拡大等を図る観点から実施。

電気通信事業分野における
競争の促進に関する指針

（０１年１１月）

その他

包括的・体系的
な整理

競争セーフガード制度
運用ガイドライン（仮称）

に実装

定期的な評価の実施

（公正競争条件）
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“子会社等への業務委託については、取引等の
複雑化等に起因する非効率が発生していないか

検討が必要。”
（プライスキャップの運用に関する研究会報告（０６年４月））

■ＮＴＴ東西が経営効率化等を目的として子会社等を設立し、これと連携（ＮＴＴ東西から受託）して
事業を行なう場合、結果として、ドミナント規制を回避することとなる可能性。

■ＮＴＴ東西とその子会社等の共同的・一体的な市場支配力等の可能性について、所要のルール整
備が必要。

■その際、両者の関係についても検証可能な仕組みであることが必要。

ＮＴＴ東西とその子会社等の連携に関する競争ルールの整備ＮＴＴ東西とその子会社等の連携に関する競争ルールの整備

基本的考え方

共同的・一体的な市場支配力の濫用防止のための競争ルール

ＮＴＴ東西

ＮＴＴ東西（合計）の社員数

約１２．７万人１２．７万人（９９年７月の再編成時）

約２．０万人２．０万人（０６年３月）

ＮＴＴ東西の子会社等

受 託

実質的な一体営業

共同的・一体的な市場支配力の濫用の可能
性について定期的に検証を行い得る仕組み

の構築。

ＮＴＴ東西とその子会社等の関係の
検証が可能な仕組みの構築

出 資転籍等によ転籍等によ
る人員移管る人員移管

ドミナント規ドミナント規
制を適用制を適用
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■市場統合の進展を踏まえつつ、現行の一種・二種の指定電気通信設備制度を包括的に見直し、
・競争評価に基づく市場画定
・各市場における市場支配力の有無の検証
・上記を踏まえたドミナント規制の適用の可否の検証

を一体的に実施可能な制度へと１０年までに移行することを検討（競争評価についても法制上の位置付けを明確化）。

指定電気通信設備制度の包括的な見直し指定電気通信設備制度の包括的な見直し

検討の方向性検討の方向性

具体的なイメージ具体的なイメージ

市場Ａ 市場Ｂ 市場Ｃ市場Ｃ
市場Ｃにおける市
場支配力の有無の

検証

ボトルネック性や市
場シェア等に基づく
価格支配力の有無

の検証

市場Ｃにおける

ドミナント規制の

適用の可否の判断

市場統合の進展状況
を踏まえつつ、

競争評価を活用して
市場を画定

共同的な市場支配力
の濫用、隣接市場への
市場支配力の行使の
可能性等について検証

網機能の開放、会計分
離、行為規制の適用

等を実施

定期的な検証の実施
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その他の検討すべき課題（接続ルール関連）その他の検討すべき課題（接続ルール関連）

宅内配線工事に関するルール整備

回線名義人情報に関する取扱い

■ ＮＴＴ東西の電話サービスに重畳してADSLサービスを提供しようとする
場合等において、ＮＴＴ東西の電話サービスの契約者（回線名義人）が
不明なため、ＡＤＳＬサービスの契約等を締結できないケースあり。

■競争事業者側で入力した回線名義人の正誤を自動
的に判定するシステムの運用の改善等が必要

■ＮＴＴ東西は、引込線敷設工事と宅内配線工事を一体的に実施可能で
あるのに対し、競争事業者は、２回に分けて実施せざるを得ない。

■ＮＴＴ東西が接続事業者に代わって工事を行う場合の
条件をルール化することが適当。

競争事業者等から要望がある事項等について、早急に検討に着手し、速やかに結論。

コロケーションルールの見直し

■中継ダークファイバに係るＷＤＭ装置の設置等を検討。
■局舎スペースや電源設備等のコロケーションリソースについても、ＮＴＴ東西に
不合理な負担が生じないことを前提に検討。

■電柱上に接続箇所が追加された場合、コロケーションルールの整備が必要。
■その際、電柱使用料については、例えば、光引込線の接続料の算定に用いら
れている１芯当たりの料金を基礎として設定することが適当。

NTT東西の局舎におけるコロケーション

電柱におけるコロケーション
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ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク構築に係る環境整備の在り方ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク構築に係る環境整備の在り方

●ＮＴＴ東西の次世代ネットワークは、既存の物理網に立脚して、従来のネットワークを更新して構築されるもので
あり、競争事業者が同等の条件でＮＴＴ東西の次世代ネットワークを用いてサービス提供が行えるよう競争ルー
ルを整備することが必要。（ ☞07年度下期に本格商用サービスが開始されることに鑑み、速やかに検討）

●次世代ネットワークについては、接続ポイントの集約化や伝送容量の飛躍的拡大の実現により、アクセス網は
もとよりコア網においても、従来以上に規模の経済性や範囲の経済性が働き、市場支配力が高まる可能性。

次世代ネットワークのオープン性の確保

●ＮＴＴ東西が本格商用サービスの開始を０７年
下期に開始することとしていることに鑑み、総務
省において、次世代ネットワークの接続ルール
に関する検討の場を設置。

●検討結果は適宜取りまとめの上、ルール化が
必要なものについては、情報通信審議会に随時
諮問し、速やかに結論。

取組みの方向性

ネットワーク基盤ネットワーク基盤
（転送機能）（転送機能）

セッション
制御

認証・
セキュリティ

課金管理

プラットフォーム／プラットフォーム／
サービス基盤サービス基盤

（サービス付与機能）（サービス付与機能）

アプリケーション機能アプリケーション機能

Edge node

Core node

Optical
accessxDSL Other

accesses
Wireless

LAN

アプリケーション・サーバー等アプリケーション・サーバー等

コンテンツ
配信

テレビ
電話 ･･･････

コア網

アクセス
網

固定電話 パソコン 情報家電 ＰＣ 携帯電話

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｙ．２０１１ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｙ．２０１１ ＮＧＮモデルＮＧＮモデル

●映像配信プラットフォーム等のオープン性の
確保

●活用業務認可制度の再検証
・認可条件である公正競争要件の確保
・”活用”業務の制度趣旨の再検証
・活用業務認可により制度趣旨が相対的に失

われていく可能性

留意すべき事項
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GC接続
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ＰＳＴＮの接続料の在り方ＰＳＴＮの接続料の在り方

【通信量の推移】

0

10

20

30

40

50

60

70

80

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

ＰＨＳ発ＰＨＳ発

携帯電話発

固定電話発

ＮＴＴ交換機経由

ＩＰ電話発

（億時間）

90 ＮＴＴ東西の交換機を通る通信量は、００年度
をピークに減少傾向。現在毎年１５％程度減
少中（現在ピーク時の約半分）。

【接続料の推移】

ＬＲＩＣ
(一次モデル)

ＬＲＩＣ
(二次モデル)

ＬＲＩＣ
(新モデル)

（円／3分） [３分換算料金 単位：円] 

■ＰＳＴＮ接続料について、
・本来のコスト以上に低位に据え置くことはＩＰ化の進展を必要以上に遅らせる可能性。
・他方、現行算定方式では、トラヒックの減少等を直接的に反映すると、接続料の上昇が小売料金の上昇を招き、
１０年代初頭段階においても相当数存在すると見込まれるＰＳＴＮ利用者が不利益を被る可能性。

■■ＰＳＴＮ接続料について、ＰＳＴＮ接続料について、
・本来のコスト以上に低位に据え置くことはＩＰ化の進展を必要以上に遅らせる可能性。・本来のコスト以上に低位に据え置くことはＩＰ化の進展を必要以上に遅らせる可能性。
・他方、現行算定方式では、トラヒックの減少等を直接的に反映すると、接続料の上昇が小売料金の上昇を招き、・他方、現行算定方式では、トラヒックの減少等を直接的に反映すると、接続料の上昇が小売料金の上昇を招き、
１０年代初頭段階においても相当数存在すると見込まれるＰＳＴＮ利用者が不利益を被る可能性。１０年代初頭段階においても相当数存在すると見込まれるＰＳＴＮ利用者が不利益を被る可能性。
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（検討の方向性）
●複数の選択肢について、採用するメリット及びデメリットを比較考量することが適当。
（考えられる選択肢）※
１）ＬＲＩＣ方式の継続（モデル改修）
・モデル改修に一定の限界。激変緩和の観点から、ＰＳＴＮ＋光ＩＰ電話の費用及びトラヒックを加味する算定方法

２）実際費用方式
・ＰＳＴＮ＋光ＩＰ電話の費用及びトラヒックを加味する算定方法
・トラヒックの動向に依存しない定額接続料方式による算定
・０９年度接続料をベースにＣＰＩ連動により名目値を固定するプライスキャップ方式

３）ビル＆キープ方式
・ＮＴＴ東西と競争事業者のトラヒックが事業者により大きく異なる現状において、採用は困難。将来的な検討課題。

（現状認識）
●通信トラヒックの減少基調に大きな変化がなければ、０９年度までは接続料の大幅な上昇は見込めず。
●他方、ＮＴＴの経営合理化が進展していること、設備投資が更改分に限定されること等により、実際費用は長期増分費用を上回る
速度で減少する可能性。

（検討の方向性）
●ＬＲＩＣ方式の算定プロセスの透明性を支持する意見が存在し、現行ＬＲＩＣモデルにおける入力値の入替えやモデル改修によるコス
ト低減の余地が存在。
●このため、両方式による費用額の相違がそれほど大きいものでない限り、０９年度までは現在のＬＲＩＣ方式を維持する方向で検討
することが適当。

ＰＳＴＮの接続料の検討の方向性ＰＳＴＮの接続料の検討の方向性

■ＰＳＴＮ接続料について、０９年度までＮＴＳコストの付け替えが行われることが想定されるため、０９年度までの期
間と１０年度以降の期間の２つに分け、同時並行的に検討することが適当（☞情報通信審議会に諮問、０７年中に
結論）。

■■ＰＳＴＮ接続料について、０９年度までＮＴＳコストの付け替えが行われることが想定されるため、０９年度までの期ＰＳＴＮ接続料について、０９年度までＮＴＳコストの付け替えが行われることが想定されるため、０９年度までの期
間と１０年度以降の期間の２つに分け、同時並行的に検討することが適当（☞情報通信審議会に諮問、０７年中に間と１０年度以降の期間の２つに分け、同時並行的に検討することが適当（☞情報通信審議会に諮問、０７年中に
結論）。結論）。

０９年度までの接続料の算定方法

１０年度以降の接続料の算定方法

※東西均一接続料の見直し等について、併せて検討が必要。
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光ファイバに係る接続料光ファイバに係る接続料について検討すべき課題について検討すべき課題

加入系光ファイバの接続料と需要予測

１
芯
あ
た
り
コ
ス
ト
（円
／
月
）

芯
線
数
（
千
芯
）

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９ １０
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

● ●
●

●
●

実績値

現行接続料算定
時の予測費用

実績値

現行接続料
5,074円

●

●

19,585円
19, 050円

17,193円

13,791円

19,421円

13,841円

9,827円

6,986円

4,514円

3,226円
2,647円518

783
1,193

1,921

3,228

352 406
730

●

1,170

均衡

■具体的な接続料水準の変更については、当事者たるＮＴＴ東西による接続約款の変更認可申請を
まって、下記のような検討課題について対応していくことが望まれる。

■上記の約款変更は、変更すべき合理的な理由があれば、適宜、行政当局に対して認可申請を行う
ことは可能。

■■具体的な接続料水準の変更については、当事者たるＮＴＴ東西による接続約款の変更認可申請を具体的な接続料水準の変更については、当事者たるＮＴＴ東西による接続約款の変更認可申請を
まって、下記のような検討課題について対応していくことが望まれる。まって、下記のような検討課題について対応していくことが望まれる。

■上記の約款変更は、変更すべき合理的な理由があれば、適宜、行政当局に対して認可申請を行う
ことは可能。

将来原価方式の採用☞依然として相当のＦＴＴＨサービスに対する需要が
継続的に見込まれるため、引き続き将来原価方式の採用が適当。

実績コストの精査☞実需要に見合う投資と先行投資とに分
けて検討することが必要。

稼動芯線数の検証☞ＮＴＴは２０１０年時点のＦＴＴＨサービス
加入者に相当する稼動芯線数について「現時点で具体的な
計画は策定していない」としているが、接続料見直しに際し
ては稼動芯線数について検証が必要。

光ファイバ耐用年数の再検証☞現行算定基礎である法定
耐用年数（１０年）を引き続き使用するかどうか再検証が必
要。

競争事業者による設備投資リスクへの対応☞競争事業者
の要因により将来需要の予測と実需要が乖離した場合の取
り扱いについてルール化が必要。（年度）
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ＭＶＮＯを含む移動通信市場における競争促進の在り方ＭＶＮＯを含む移動通信市場における競争促進の在り方

ロ
ー
ミ
ン
グ

ＭＮＯ２ ＭＮＯ３

コンテンツグループ

ＭＮＯ５ＭＮＯ１

コンテンツ
事業者

■ ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator）は自らは無線設備を設置しないで通信サービスを提供。
■ ＭＮＯは単に通信サービスを提供する枠を越え、音楽・ゲーム配信などのコンテンツ・アプリケー
ションレイヤーへの進出、金融サービスとの連携など、垂直統合型のビジネスを展開。

■ ＭＶＮＯとして他業態から移動通信市場への参入を促し、新しいビジネスモデルの登場を期待。
■ ＭＮＯとＭＶＮＯとの”win-win”の関係を構築（両者の関係は、”接続”または“卸電気通信役務”）。

アプリケーション
提供事業者

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

ＭＮＯ４

物理網レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム

レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

端末レイヤー ＭＶ
ＮＯ

ＭＶＮ
Ｏ

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

【多様なＭＶＮＯの形態】

０６年中を目途に「ＭＶＮＯ事業化ガイドライン」を改正（例：“接続拒否”事由の明確化など）し、ＭＶＮＯ市場の健全な発展を促す。
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ネットワークのコスト負担の公平性

通信網増強のための
コストシェアリングモデルの中立性

ネットワークの利用の公平性

通信レイヤーの
他のレイヤーに対する中立性

１．利用者がＩＰ網を柔軟に利用して、コンテンツ・アプリケーションレイヤーに自由にアク
セス可能であること。

２．利用者が技術基準に適合した端末を、ＩＰ網に自由に接続し、端末間の通信を柔軟に
行うことが可能であること。

３．利用者が通信レイヤー（物理網レイヤー・通信サービスレイヤー）及びプラットフォー
ムレイヤーを適正な対価で公平に利用可能であること。

ネットワークの中立性ネットワークの中立性(network neutrality)(network neutrality)の確保の確保

ネットワークの中立性
（利用者の視点）

ネットワークの中立性を確保するための政策評価パラメータ

（注）利用者(エンド側)には、エンドユーザのみならず、
コンテンツプロバイダー等のＩＰ網を利用して事業展
開を行う事業者もこれに含まれる。

それぞれのパラメータについて、具体的な政策を総合的に展開
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““ネットワークネットワーク利用の公平性”を利用の公平性”を巡巡る検討課題る検討課題

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

端末レイヤー

ネットワークに損傷を与えない (“no harm to the network”)原則等に合致する限り、多
様な端末が自由にネットワークに接続され、端末側においてサービス制御が行なわれ
る選択肢を認めることが適当。

端末のオープンな接続の確保

認証・課金、サービス制御などの機能を有するプラットフォーム機能が円滑に機能する
ことにより、コンテンツ・アプリケーションの円滑な流通を確保することが必要。特に、ド
ミナンス性を有するＮＴＴ東西についてプラットフォーム機能のオープン性の確保が必
要。

プラットフォーム機能のオープン性の確保

特定のアプリケーションの利用によりネットワーク全体のQoSに著しい影響を与える場
合、どのような条件であれば制限を課すことが認められるか、関係者の意見を踏まえ
つつ、更に検討が必要。

アプリケーション等の利用の同等性の確保

■ネットワーク側とエンド側の双方が通信制御等の機能を持ち得る柔軟な形態（柔軟なインテリジェンスの実装形態の確保）が
指向されるべき。

■その場合、あるレイヤーの機能が他のレイヤーの機能によって実質的に制御・支配されることを回避する（各レイヤー間のイ

ンターフェースのオープン化を図る）ことが適当。

端末の基本機能通話品質、安全・信頼性、
端末とＮＷの接続性・運用性）の確保

認証制度の在り方

指定電気通信設備制度の在り方
（上位レイヤーへの市場支配力の

濫用と関連）

アプリケーション機能の利用制限
の在り方
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““ネットワークネットワークのコスト負担の公平性”をのコスト負担の公平性”を巡巡る議論の背景る議論の背景

出典：各IXのデータを参考に作成

（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）でで交換されるトラヒックの推移交換されるトラヒックの推移
（Gbps）

※ IX (Internet eXchange)：インターネット接続事業者間を相互接続する相互接続点

１日の平均トラヒックの月平均

１日のピークトラヒックの月平均

158.4Gbps(2005.11)

115.9Gbps(2005.11)

■我が国のブロードバンド契約者のトラヒック総量(注)は、０５年１１月時点で４８６Ｇｂｐｓと推計。これは、０４年１１月時点（３２４Ｇ
ｂｐｓ）と比べて約１．５倍の増加。

(注)０４年１１月より、半年ごと（５，１１月）に、国内主要ＩＸで交換されるトラヒック量等を基にブロードバンド契約者のトラヒック総量を推計。

■このようなトラヒックの急増に対応するため、通信事業者における設備増強の必要性が増大。
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・JPIX Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE Projectが運営するIX）

・JPIX Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE Projectが運営するIX）

158.4Gbps(05年11月)

115.9Gbps(05年11月)
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““ネットワークネットワークのコスト負担の公平性”をのコスト負担の公平性”を巡巡る検討課題る検討課題

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー（ＣＰ等）

端末レイヤー
（エンドユーザ）

受益者負担原則に沿って、より多くの帯域を安定して利用する利用者から追加的に料
金を徴収する帯域別料金（または最低帯域保証型のサービスメニュー）を設定すること
は妥当か。事業者間精算が円滑に行われていることが前提条件。

帯域圧縮技術の導入など、新技術の導入に係る限界費用と追加的料金徴収の可能性
について、慎重な検討が必要。安易に追加的料金を利用者やＣＰから徴収するのは適
当でない。

急速な技術革新に伴うコスト吸収の可能性

Ｐ２Ｐ通信の拡大によりリッチコンテンツ等を配信するのはCP (Content Provider)に限
定されない。サーバ配信型とＰ２Ｐ型を峻別するのは困難。

リッチコンテンツの配信に係る追加的料金の徴収の妥当性

■垂直統合型ビジネスモデルでは多様な機能がモジュール化され、これらの機能が組み合わされる形で提供される。ＩＰ網にお
いては自律的なルーティングが行なわれることが原則であり、かつ各ルートごとのパケット通信量を明確に捕捉することは困難。

■他方、ブロードバンド基盤の整備に伴い、パケット通信量は映像等のリッチコンテンツの急増とともに増加。

■ＩＰトラヒックの急増に伴う通信網増強のためのコスト負担の在り方をどう考えるか。

リッチコンテンツリッチコンテンツ

リッチコンテンツリッチコンテンツ

帯域別料金の妥当性

設備事業者とＩＳＰ間、ＩＳＰ相互間（上位tierのＩＳＰと下位tierのＩＳＰ間）の接続料の設定
は市場メカニズムの中で健全に形成されるか（想定を上回るパケット流通の拡大が進
むと、需給バランスが明確に反映された取引が行われない可能性）。

事業者間のコスト清算の妥当性

次世代網（ＩＰ網）を念頭に置いた
接続料・接続ルールの在り方

利用者料金の在り方

利用者（事業者）料金の在り方
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（当面の検討項目）
■ ＩＰトラヒックの将来動向の見通し
■ ＩＰトラヒックを把握する手法の在り方
■ ピアリングやトランジットといった接続形態の把握
■ ブロードバンド利用料金の在り方
などを総合的に検証。
（第二フェーズの検討）
■ ＮＴＴ東西における次世代ネットワークの構築に対応した競争ルールの整備
■ 端末レイヤーにおける競争促進
■ 料金政策の検証 などの進捗状況などとともに、第二フェーズの検討に入っていく。

ネットワーク中立性の議論は、
●端末レイヤーからコンテンツ・アプリケーションレイヤーに至る各レイヤーのインターフェースのオープン
化や、各レイヤー間・レイヤー内のコスト負担の在り方という広範な検討課題。
●ドミナント規制を含む接続政策や料金政策など相互に関連した問題を内包。

““ネットワークネットワークの中立性”の今後の検討の方向性の中立性”の今後の検討の方向性

ブロードバンド基盤が整備された環境下（とりわけＦＴＴＨの普及によるＰ２Ｐ通信の爆発的増加）で
は、我が国が世界に先駆けて、ネットワークの中立性に係る具体的な問題に直面する可能性。

各レイヤーの市場参加者による検討の場を設置し、０７年夏までに第一段階の検討を実施。
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携帯端末市場における競争促進（販売奨励金の見直し）携帯端末市場における競争促進（販売奨励金の見直し）

ベンダー

通信キャリア

販売代理店

端末販売端末購入代金・通信料

販売奨励金

（通信料で回収）

端末供給仕様提示

携帯電話加入数の推移 携帯電話のビジネスモデル

１）携帯端末市場の成熟化
☞移動通信市場の垂直統合モデルは、閉鎖型から開放型に転換を図る必要。

２）携帯端末市場における国際競争力
☞ベンダーの自由な製品開発を可能にする環境整備が必要。

３）利用者間の負担の公平性確保
☞頻繁に端末を買い換える利用者とそうでない利用者の負担の公平性の確保が必要。

現行ビジネスモデルの問題点

行政主導で強制力を有する競争ルール整備を第一の選択肢とすることは必ずしも適当ではない。
先ずは関係事業者の参画も得た形で検討の場を設け、０７年夏頃を目途に結論を得ることが適当。

概ね
販売奨励金は４万円弱／台
端末買換えサイクルは２年
☞奨励金はＡＲＰＵの１／４に相当
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携帯端末市場における競争促進（ＳＩＭロックの見直し）携帯端末市場における競争促進（ＳＩＭロックの見直し）

ＳＩＭロック・・・携帯端末のＳＩＭカードの自由な着脱による端末利用ができない仕組み。
☞携帯端末の販売に係るコスト等を通話料金で回収するためには、この端末を一定期間使用し続ける
必要があることに起因。

利用者利便の向上を図る観点から、ＳＩＭロックについても、一定の条件下で解除する方向で検討することが必要。

問題意識

販売奨励金の見直しと併せて、
先ずは関係事業者の参画も得た形で検討の場を設け、０７年夏頃を目途に結論を得ることが適当。

ＳＩＭカード

端末Ａ 端末Ｂ

加入者の電話番号、電話帳、加入者情報、
認証機能等を格納

１）各事業者が実装しているＩＳＰ機能（ポータル含む）利用に係るコンテンツ等の相互運用性の欠如
←→フルブラウザや無線ＬＡＮ端末の普及によるインターネット接続の開放性

２）複数の通信方式の存在←→事業者ロックの解除（ＳＩＭカードの差し替えにより、ＭＮＯやＭＶＮＯのサービスを選択）

留意事項

ＳＩＭロックの仕組み

（公正取引委員会の見解）

販売奨励金の廃止等について、一定の期限を設けて各通信事業者が販売奨励金の回収を予定しない料金メニューを作ることは
料金の多様化につながるものであり、関係事業者の競争手段を制限するものでないことから、直ちに独占禁止法上問題となるもの
ではない。
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１．紛争当事者の範囲の柔軟な見直し（速やかに検討）
●電気通信事業者と上位レイヤーの事業者（ＣＰ等）との間の紛争処理を取り扱う方向で見直しを行なう。

２．紛争処理事案の範囲の見直し（速やかに検討）
●電柱等の利用手続きの明確化や紛争事案のデータベース化を図る等の措置を講じるのに併せて、紛争処理
委員会において、電柱添架手続き等に係る”あっせん”や”仲裁”を認める。

３．意見申出制度の改善（０６年度中を目途）
●申出者の秘密保護に合理的根拠があると認められる場合には、当該申出者を特定できる情報を開示しない
仕組みを導入。

電気通信事業者
間の紛争

電気通信事業者
間の紛争

意見申出制度に
よる他事業者
からの申立て等

意見申出制度に
よる他事業者
からの申立て等

電気通信事業者電気通信事業者 総務大臣総務大臣

協議開始命令協議開始命令

裁 定裁 定

業務改善命令
料金変更命令

業務改善命令
料金変更命令

競争ルールの改善等競争ルールの改善等

内部部局内部部局

あっせん（３２件）あっせん（３２件）

仲 裁 （３件）仲 裁 （３件）

答 申 （５件）答 申 （５件）

勧 告 （２件）勧 告 （２件）

委員会事務局委員会事務局

電気通信事業紛争処理委員会電気通信事業紛争処理委員会

申 請

申立て

申 請

申 出

諮

問

電気通信事業紛争処理委員会の機能電気通信事業紛争処理委員会の機能

紛争処理機能の強化紛争処理機能の強化

検討の方向性
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ユニバーサルサービス制度の見直しユニバーサルサービス制度の見直し

ＮＴＴ東西が内部相互補助により確保してきたユニバーサルサービスのコストを客観的ルールで算定し、ユニバーサルサービスの維持
から受益している他の電気通信事業者も応分のコスト負担を行う制度。

ＮＴＴ東西が内部相互補助により確保してきたユニバーサルサービスのコストを客観的ルールで算定し、ユニバーサルサービスの維持
から受益している他の電気通信事業者も応分のコスト負担を行う制度。

制度趣旨

●●加入電話サービス加入電話サービス（加入者回線アクセス＝基本料相当部分）（加入者回線アクセス＝基本料相当部分）
●●第一種公衆電話サービス第一種公衆電話サービス
●緊急通報サービス緊急通報サービス（警察１１０番、消防１１９番、海保庁１１８番）

採算地域 不採算地域

不採算地域の

加入者回線維持費用等

通信事業者Ａ 通信事業者Ａ

通信事業者Ｂ

応分のコスト負担（Ｂ→Ａ）

●ＩＰ化の進展に伴うサービスの垣根、距離区分の喪失により、ユニバーサルサービスの対象範囲を具体的に定義 し、制度を維持して
いくことは困難。
●「ユニバーサルアクセス」の概念（ブロードバンドへのアクセスについて、地域間格差なく誰もが利用可能な条件で利用できる環境の
維持）等について、今後更に検討を深めていくことが適当。

●検討課題
１）モビリティのあるサービスの「あまねく提供」(universality)の要件
２）複数サービスを制度の補填対象とすることによる補填額の増大を抑制するための要件
３）料金の“低廉性（affordability）”の判断基準

●ＩＰ化の進展に伴うサービスの垣根、距離区分の喪失により、ユニバーサルサービスの対象範囲を具体的に定義 し、制度を維持して
いくことは困難。
●「ユニバーサルアクセス」の概念（ブロードバンドへのアクセスについて、地域間格差なく誰もが利用可能な条件で利用できる環境の
維持）等について、今後更に検討を深めていくことが適当。

●検討課題
１）モビリティのあるサービスの「あまねく提供」(universality)の要件
２）複数サービスを制度の補填対象とすることによる補填額の増大を抑制するための要件
３）料金の“低廉性（affordability）”の判断基準

見直しの必要性

●１０年度のブロードバンドゼロ地域解消（全国レベルでのブロードバンド基盤の整備完了）等を念頭に、０９年段階で本格的に検討。

●専門家で構成する検討の場を設け、具体的な論点の取りまとめや見直しに向けてのF/Sを行い、０７年中に結果取りまとめ。

●１０年度のブロードバンドゼロ地域解消（全国レベルでのブロードバンド基盤の整備完了）等を念頭に、０９年段階で本格的に検討。

●専門家で構成する検討の場を設け、具体的な論点の取りまとめや見直しに向けてのF/Sを行い、０７年中に結果取りまとめ。
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報告書（案）のポイント

（基本的考え方）（基本的考え方）

■設備競争設備競争(facility based competition)(facility based competition)とサービス競争とサービス競争(service based competition)(service based competition)の双方を推進の双方を推進。

（設備競争の促進）（設備競争の促進）

■ＮＴＴ東西等の線路敷設基盤の開放線路敷設基盤の開放、新しい無線アクセス技術の導入新しい無線アクセス技術の導入等を推進。

（サービス競争の促進（サービス競争の促進----------ドミナント規制の見直し）ドミナント規制の見直し）

■垂直統合型のビジネスモデルや市場統合に対応してドミナント規制を段階的に見直しドミナント規制を段階的に見直し。
1) ボトルネック設備の定期的レビュー制度として””競争セーフガード制度競争セーフガード制度””を整備（０７年度実施）を整備（０７年度実施）

2) NTT東西とその子会社等の共同的・一体的な市場支配力の濫用防止共同的・一体的な市場支配力の濫用防止のための競争ルールの整備(速やかに検討着手速やかに検討着手)
3) 競争評価・市場画定に基づく新しいドミナント規制の枠組みに移行（１０年までに実施）新しいドミナント規制の枠組みに移行（１０年までに実施）

■NTT東西の接続料の算定方法の在り方等を見直し接続料の算定方法の在り方等を見直し。
１）電話接続料電話接続料------------０７年中に結論（０８～０９年度の算定方法、１０年度以降の算定方法を平行して検討）
2) 光ファイバ接続料光ファイバ接続料-----NTT東西の申請を待って対処（見直しの際の要検討事項を包括的に整理）

■接続会計制度接続会計制度（接続料算定の基礎）の見直しを検討。
■ＮＴＴ東西の次世代ネットワークのオープン化のための接続ルール（開放義務、接続料等）次世代ネットワークのオープン化のための接続ルール（開放義務、接続料等）を策定。

（その他の公正競争環境整備）（その他の公正競争環境整備）

■垂直統合型ビジネスモデルに対応し、電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理機能を強化紛争処理機能を強化。（速やかに検討）
■ブロードバンド時代のユニバーサルサービス制度ブロードバンド時代のユニバーサルサービス制度の在り方について検討。（０７年中Ｆ／Ｓ、０９年本格検討）
■携帯事業のビジネスモデル（販売奨励金・ＳＩＭロック等）の在り方を検討携帯事業のビジネスモデル（販売奨励金・ＳＩＭロック等）の在り方を検討。（０７年夏頃目途に結論）
■ＭＶＮＯの新規参入促進ＭＶＮＯの新規参入促進のためのルール（ガイドライン）を整備。（０６年中）
■ネットワークの中立性(network neutralitynetwork neutrality)を確保するため、ＩＰトラヒックの加速的増加に対応したコスト負担の公平
性等を確保するための政策を総合的に推進。（検討の場を設置、０７年夏までに一次検討）

電話網（ＰＳＴＮ）からＩＰ網への移行過程を踏まえ、
２０１０年代初頭までの競争ルールの在り方について包括的なロードマップを提示。

政策アジェンダとして“新競争促進プログラム２０１０”の策定（リボルビング）を提言
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“新競争促進プログラム２０１０”の位置付け“新競争促進プログラム２０１０”の位置付け

設備競争の促進
●線路敷設基盤の開放促進
●地方公共団体の光ファイバ網の開放促進
●新しい無線系アクセス技術の導入促進

公正競争環境の整備
●ドミナント規制の整備・見直し
●ＮＴＴ中期経営戦略に関連した公正競争
環境の整備
●次世代通信網等に係る接続ルールの
整備
●接続料（メタル・光）の算定方法の見直し
●ＭＶＮＯを含む移動通信市場の競争促進

その他の主要施策
●端末レイヤーにおける競争促進
●ユニバーサルサービス制度の見直し
●紛争処理機能の強化

当面の措置

ＮＴＴの組織問題※

ブロードバンドの普及状況や
ＮＴＴの中期経営戦略の動向
などを見極めた上で、
２０１０年の時点で
検討を行い、

その後速やかに結論を得る。

通信と放送に関する
総合的な法体系※

２０１０年までに結論
通信と放送に関する総合的な法体系 早急に検討に着手

ＩＰベースサービスが主流に

２０１０年代初頭

ＩＰベースの次世代網構築が本格化

総合的な検証

ＰＤＣＡ方式による
進捗状況の検証・公表と

プログラムの
リボルビング

公正競争ルールの整備等※

“新競争促進プログラム2010”

（注）※印の項目は政府・与党合意（０６年６月２０日）による。
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新競争促進プログラム２０１０（骨格）新競争促進プログラム２０１０（骨格）

１．設備競争の促進

新しい無線アクセス技術の導入

２．指定電気通信設備制度（ドミナント規
制）の見直し

“競争セーフガード制度”の整備

共同的・一体的な市場支配力の濫用防
止のための競争ルール

指定電気通信設備制度の包括的な見直し

ＮＴＴ東西の次世代ネットワークに係る
接続ルールの整備

会計制度（接続会計・役務別会計）
の見直し

ＮＴＴ東西の地域ＩＰ網の指定見直し

ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモの連携（ＦＭＣ）

その他の事項

地方公共団体の光ﾌｧｲﾊﾞ網の開放促進

線路敷設基盤の開放促進 「公益事業者の電柱・管路等使用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣の改正（０６年度中）

フォローアップ体制の整備（０６年度中）

運用ガイドラインの策定（０６年度中、０７年から実施）

早急に検討に着手し、所要の制度整備を実施

検討の場を設置、結論が得られたものから情報通信審議会に諮
問・ルール化（０７年下期の本格商用サービス開始を念頭）

速やかに検討の場を設置（０７年夏を目途に結論）

申請を待って対処（活用業務認可ガイドラインの見直しを速やかに実施）

速やかに検討（例：中継ダークに係るＷＤＭ設置ルール、電柱におけるコロケー
ションルール、宅内配線工事ルール、回線名義情報に関するルール等）

｢次世代ブロードバンド戦略2010｣の下で速やかに実施（０７年夏までを目途）

紛争事案データベースの作成（０７年度以降）

随時実施（０７年度以降）

市場の統合の状況を踏まえ、２０１０年までに措置

次世代網の動向を踏まえ結論
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３．ＮＴＴ東西の接続料の算定方法の見直し

ＰＳＴＮ接続料の算定方法の見直し

光ファイバ接続料の見直し

次世代ネットワークに係る接続料

４．移動通信市場における競争促進

スタックテストに係る制度整備

ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの見直し

端末認証制度の見直し等

携帯端末市場のビジネスモデル検証

５．料金政策の見直し

プライスキャップ制度の見直し

新しい料金体系への対応

その他の事項

７．ネットワークの中立性原則の検討（利用
の公平性及びコスト負担の公平性）

紛争当事者・紛争事案の範囲の拡大

６．ユニバーサルサービス制度の見直し

８．紛争処理機能の強化

意見申出制度の改善

９．市場退出ルールの見直し

ＮＴＴ東西の申請をまって検討

０７年下期の商用サービス開始を念頭に置いて速やかに結論

関係規定の整備（０６年度中）

０６年中にガイドラインを改正

不適正事案に係るガイドラインの策定（適宜実施）

検討（利用者保護法制、標準的料金バスケットの開発）

検討の場を設置（０７年夏頃を目途に第一フェーズの検討）、これを踏まえ、第二
フェーズの検討を実施。

０６年度中を目途にガイドライン等を策定

速やかに検討着手（０７年中にF/S実施、０９年に本格検討・結論）

運用ガイドラインの策定（速やかに実施）

所要の制度整備について検討

速やかに検討（事後清算制度の見直し等）

情報通信審議会の審議を踏まえ、０７年中に結論
（“～０９年度”と“１０年度以降”に分けて同時並行的に検討）

０７年中に結論

０７年夏頃を目途に結論（販売奨励金、ＳＩＭロック等）

次期適用期間(０９年度)に向けて検討・結論

制度自体の見直し（ユニバーサルサービス制度の見直しに併せて実施）


